
 

 

企画・発行 上野税理士法人  
〒１０３－００２８ 東京都中央区八重洲１丁目５－１５ 荘栄建物ビル８階 

２０１７．０１．２０号 

「2018 年介護保険法改正の全部解説 激動の次期介護報酬改定の行方と介護保険外サービス」 

日時： １月３１日（火） １３：３０－１６：３０ 

会場： 港区立商工会館 【浜松町駅 徒歩５分】 （詳しくは、http://www.care-mas.com まで） 

講師： 小濱 道博氏 (小濱介護経営事務所 代表)   

29年税制改正大綱の概要（主な個人関連） 

  

【配偶者控除・配偶者特別控除の見直し】 
●控除額 38 万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上

限を 85万円（給与収入のみの場合 150万円）以下に引き

上げ、85万円超から 123万円（同 201 万円）以下までは段

階的に控除額が縮小する。  

●納税者本人に所得制限を導入し、合計所得金額が 900 万

円（給与収入のみの場合 1,120万円）を超えると控除額が

逓減し、1,000万円（同 1,220万円）を超えた場合は適用

できない。 

●例えば、配偶者の合計所得金額が 85 万円以下の場合に、

納税者の合計所得金額が 900万円以下であれば控除額は 38

万円、900万円超 950 万円以下は 26万円、950万円超 1,000

万円以下は 13万円となる。 

●平成 30年分以後の所得税について適用。 

【積立 NISAの創設】 
●少額からの積立・分散投資を促進するため、年間投資上

限額 40万円、非課税期間 20 年の「積立 NISA」を創設。 

●長期・分散投資に適した一定の投資信託を対象とした、

定期かつ継続的な方法による積立投資に限定。 

●投資可能期間は平成 30年から平成 49年で、現行の NISA

とは選択適用。 

【居住用超高層建築物に係る課税の見直し】 
●高さが 60ｍを超える居住用超高層建築物（タワーマンシ

ョン）について、上の階ほど床面積あたりの取引価格が高

くなる実態を踏まえ、固定資産税の税額の按分方法を高層

階ほど税額を高く、低層階ほど低くなるように見直す。 

●1階を 100 とし、階が 1つ上がるごとに約 0.25（10/39）

を加えた数値で補正。 

●不動産取得税についても同様とする。 

●平成 30年度から新たに課税される居住用超高層建築物

（平成 29年 4月 1 日前に売買契約が締結された住戸を含

むものを除く）について適用。 

【国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲

の見直し】 
●国外に居住する日本人の被相続人及び相続人が相続開

始前 10年以内に国内の住所を有していた場合は、国外財

産も課税対象とする。 

●在留資格をもって国内に一時的滞在をしている外国人

同士の相続等については、国外財産を課税対象外とする。 

●贈与税の納税義務についても同様とする。 

●平成 29年 4月 1 日以後の相続又は贈与について適用。 

多くの介護サービス 収支差率低下 

 

厚労省は、「平成 28年度介護事業経営概況調査結果」

を公表。この調査は、各サービス施設・事業所の経営

状況を把握し、次期介護保険制度の改正及び介護報酬

の改定に必要な基礎資料を得ることを目的としてお

り、今回は平成 28年 5月（平成 26年度決算及び平成

27年度決算を調査）に調査が実施された。 

その結果、介護報酬改定前の平成 26年度と改定後の

平成 27年度の状況を比較すると、施設サービスは全て

のサービスで収支差率が悪化。居宅サービスでは、福

祉用具貸与、居宅介護支援を除く全てのサービスで収

支差率が悪化。地域密着型サービスでは、5つのサービ

スで収支差率が悪化し、3つのサービスで上昇した。 

 
※収支差率＝（介護サービスの収益額－介護サービス費用額）／

介護サービスの収益額 

 

 一方、給与費の割合は、多くの介護サービスにおい

て上昇しており、収入に対する給与費の割合は高まる

結果となった。 

 

月平均 1万円相当の処遇改善を実施 

 

社会保障審議会介護給付費分科会は 18日、介護人材

の処遇改善について、平成 29年度より月額平均 1万円

相当の処遇改善を実施するため、臨時に 1.14%の介護報

酬改定を行うことを了承した。（介護報酬改定率 1.14%

のうち、在宅分 0.72%、施設分 0.42%） 

処遇改善加算の区分は、加算（I）～（Ⅴ）となり、

（Ⅰ）が新設される。加算（Ⅱ）は現行の加算（Ⅰ）、

加算（Ⅲ）は現行の加算（Ⅱ）と一つずれる形となる。 

新設の加算（Ⅰ）は、昇給と結びついた形でのキャ

リアアップの仕組みの構築について、手厚く評価を行

うための区分として新設され、現行の加算（Ⅰ）の算

定に必要な要件に加えて、新たに、「経験若しくは資格

等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定

期に昇給を判断する仕組みを設けること（就業規則等

の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含

む）」とのキャリアパス要件を設け、これらを全て満た

す必要がある。 
詳しくはお気軽に <info@care-mas.com> まで 
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